
議案第１００号  

   東大阪市火災予防条例の一部を改正する条例制定の件 

 東大阪市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  令和７年１２月１日提出 

東大阪市長 野 田 義 和  



東大阪市条例第  号  

   東大阪市火災予防条例の一部を改正する条例 

 東大阪市火災予防条例（昭和４８年東大阪市条例第３８号）の一部を次のように改正す

る。 

 目次中「第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第３２条の２― 

第３２条の７）」を 

 第１条中「火災に関する警報」の次に「（同条第３項の火災に関する警報をいう。以下

同じ。）」を加える。 

 第３２条中「の各号」を削り、同条第７号を削る。 

 第３章の２の次に次の１章を加える。 

   第３章の３ 林野火災の予防 

 （林野火災に関する注意報） 

第３２条の８ 市長は、気象の状況が山林、原野等における火災（以下「林野火災」とい

う。）の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報を発することが

第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第 

第３章の３ 林野火災の予防（第３２条の８・第３２条の９） 

「 

３２条の２―第３２条の７） 

             」

に改める。



できる。 

２ 前項の規定による注意報が発せられたときは、注意報が解除されるまでの間、本市の

区域内にある者は、第３２条各号に定める火の使用の制限に従うよう努めなければなら

ない。 

３ 市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、前項の規定による火の使用の制限の努

力義務の対象となる期間及び区域を指定することができる。 

 （林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の使用の制限） 

第３２条の９ 市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したときは、

林野火災の発生の危険性を勘案して、第３２条各号に定める火の使用の制限の対象とな

る期間及び区域を指定することができる。 

 第６４条の３第１項第３号中「第６７条第６号」を「第６７条第１項第６号」に改める。 

 第６７条第１号を次のように改める。 

 （１） たき火その他火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為（東大

阪市火入れに関する条例（昭和６０年東大阪市条例第１３号）第２条の規定により許

可されたものを除く。） 

 第６７条に次の１項を加える。 

２ 所轄消防署長は、前項各号に掲げるそれぞれの行為について、届出の対象となる期間 

及び区域を指定することができる。 

第７６条第２項第２号中「第６７条第２号」を「第６７条第１項第２号」に改める。 



   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

 （東大阪市火入れに関する条例の一部改正） 

２ 東大阪市火入れに関する条例（昭和６０年東大阪市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第１５条第１項及び第２項中「火災警報」を「林野火災に関する注意報若しくは火災

に関する警報」に改める。 



東大阪市火災予防条例新旧対照表 

新 旧 

目次 目次 

第１章～第３章の２ （略） 第１章～第３章の２ （略） 

第３章の３ 林野火災の予防（第３２条の８・第３２条の９）

第４章～第９章 （略） 第４章～第９章 （略） 

附則 附則 

 （目的）  （目的） 

第１条 この条例は、消防法（昭和２３年法律第１８６号。以

下「法」という。）第９条の規定に基づき火を使用する設備

の位置、構造及び管理の基準等について、法第９条の２の規

定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等

について、法第９条の４の規定に基づき指定数量未満の危険

物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等について、法第１７

条第２項の規定に基づき消防用設備等の技術上の基準の附

加基準について、並びに法第２２条第４項の規定に基づき火

第１条 この条例は、消防法（昭和２３年法律第１８６号。以

下「法」という。）第９条の規定に基づき火を使用する設備

の位置、構造及び管理の基準等について、法第９条の２の規

定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等

について、法第９条の４の規定に基づき指定数量未満の危険

物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等について、法第１７

条第２項の規定に基づき消防用設備等の技術上の基準の附

加基準について、並びに法第２２条第４項の規定に基づき火



災に関する警報（同条第３項の火災に関する警報をいう。以

下同じ。）の発令中における火の使用の制限について定める

とともに、火災予防上必要な事項を定めることを目的とす

る。 

災に関する警報の発令中における火の使用の制限について

定めるとともに、火災予防上必要な事項を定めることを目的

とする。 

（火災に関する警報の発令中における火の使用の制限） （火災に関する警報の発令中における火の使用の制限） 

第３２条  火災に関する警報が発せられた場合における火の

使用については次に定めるところによらなければならない。

第３２条  火災に関する警報が発せられた場合における火の

使用については次の各号に定めるところによらなければな

らない。 

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略） 

（７） 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等

を閉じて行なうこと。 

   第３章の３ 林野火災の予防 

 （林野火災に関する注意報） 

第３２条の８ 市長は、気象の状況が山林、原野等における火

災（以下「林野火災」という。）の予防上注意を要すると認

めるときは、林野火災に関する注意報を発することができ

る。 



２ 前項の規定による注意報が発せられたときは、注意報が解

除されるまでの間、本市の区域内にある者は、第３２条各号

に定める火の使用の制限に従うよう努めなければならない。

３ 市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、前項の規定

による火の使用の制限の努力義務の対象となる期間及び区

域を指定することができる。 

 （林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中に

おける火の使用の制限） 

第３２条の９ 市長は、林野火災の予防を目的として火災に関

する警報を発したときは、林野火災の発生の危険性を勘案し

て、第３２条各号に定める火の使用の制限の対象となる期間

及び区域を指定することができる。 

 （屋外催しに係る防火管理）  （屋外催しに係る防火管理） 

第６４条の３ 前条第１項の指定催しを主催する者は、同項の

規定による指定を受けたときは、速やかに防火担当者を定

め、当該指定催しを開催する日の１４日前までに（当該指定

催しを開催する日の１４日前の日以後に同項の規定による

第６４条の３ 前条第１項の指定催しを主催する者は、同項の

規定による指定を受けたときは、速やかに防火担当者を定

め、当該指定催しを開催する日の１４日前までに（当該指定

催しを開催する日の１４日前の日以後に同項の規定による



指定を受けた場合にあっては、防火担当者を定めた後遅滞な

く）次に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成さ

せるとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければなら

ない。 

指定を受けた場合にあっては、防火担当者を定めた後遅滞な

く）次に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成さ

せるとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければなら

ない。 

 （１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

 （３） 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露

店、屋台その他これらに類するもの（第６７条第１項第６

号において「露店等」という。）及び客席の火災予防上安

全な配置に関すること。 

 （３） 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露

店、屋台その他これらに類するもの（第６７条第６号にお

いて「露店等」という。）及び客席の火災予防上安全な配

置に関すること。 

 （４）～（６） （略）  （４）～（６） （略） 

２ （略） ２ （略） 

（火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の

届出） 

（火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の

届出） 

第６７条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめそ

の旨を所轄消防署長に届け出なければならない。 

第６７条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめそ

の旨を所轄消防署長に届け出なければならない。 

（１） たき火その他火災とまぎらわしい煙又は火炎を発す

るおそれのある行為（東大阪市火入れに関する条例（昭和

（１） 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのあ

る行為 



６０年東大阪市条例第１３号）第２条の規定により許可さ

れたものを除く。） 

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略） 

２ 所轄消防署長は、前項各号に掲げるそれぞれの行為につい

て、届出の対象となる期間及び区域を指定することができ

る。 

第７６条 （略） 第７６条 （略） 

２ 次のいずれかに該当する者は、５０，０００円以下の罰金

に処する。 

２ 次のいずれかに該当する者は、５０，０００円以下の罰金

に処する。 

 （１） （略）  （１） （略） 

 （２） 第６７条第１項第２号の規定に違反した者  （２） 第６７条第２号の規定に違反した者 



東大阪市火入れに関する条例新旧対照表（附則第２項関係） 

新 旧 

（火入れの中止） （火入れの中止） 

第１５条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中で

あっても、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、又は

林野火災に関する注意報若しくは火災に関する警報が発令

された場合には、火入れを行ってはならない。 

第１５条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中で

あっても、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、又は

火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならな

い。 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するお

それがあると認められる場合又は強風注意報若しくは乾燥

注意報が発表され、若しくは林野火災に関する注意報若しく

は火災に関する警報が発令された場合には、速やかに消火し

なければならない。 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するお

それがあると認められる場合又は強風注意報若しくは乾燥

注意報が発表され、若しくは火災警報が発令された場合に

は、速やかに消火しなければならない。 


